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○
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
四
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
二
百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
四
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
果
樹
共
済
に
係
る
再
保
険
金
及
び
保
険
金
の
限
度
額

の
算
定
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
規
則
第
二
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
果
樹
共
済
に
係
る
再
保
険
金
及
び
保
険
金
の
限
度
額
の
算
定
は
、
果
樹
再
保

険
区
分
（
規
則
第
二
百
四
条
に
規
定
す
る
果
樹
再
保
険
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
及
び
都
道
府
県
連
合
会
（
農
業
保

険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
連
合
会
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
組
合
員
た
る
組
合
等
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
又

は
果
樹
政
府
保
険
区
分
（
規
則
第
二
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
果
樹
政
府
保
険
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
及
び
特
定

組
合
等
（
法
第
二
百
条
に
規
定
す
る
特
定
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
の
算
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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Ｃ

―

Ａ
×

Ｂ

Ａ
は
、
当
該
組
合
等
の
当
該
果
樹
再
保
険
区
分
に
係
る
再
保
険
金
基
礎
額
（
果
樹
再
保
険
区
分
ご
と
に
、
当
該
組
合
等
が
支

払
う
べ
き
共
済
金
の
総
額
か
ら
果
樹
通
常
責
任
共
済
金
額
（
農
業
保
険
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
三

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
果
樹
通
常
責
任
共
済
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
差
し
引
い
て
得
た

金
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
当
該
特
定
組
合
等
の
当
該
果
樹
政
府
保
険
区
分
に

係
る
保
険
金
基
礎
額
（
果
樹
政
府
保
険
区
分
ご
と
に
、
特
定
組
合
等
が
支
払
う
べ
き
共
済
金
の
総
額
か
ら
果
樹
通
常
責
任

共
済
金
額
を
差
し
引
い
て
得
た
金
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

Ｂ
は
、
全
て
の
都
道
府
県
連
合
会
の
当
該
果
樹
再
保
険
区
分
に
係
る
再
保
険
金
基
礎
額
及
び
全
て
の
特
定
組
合
等
の
当
該
果

樹
政
府
保
険
区
分
に
係
る
保
険
金
基
礎
額
の
合
計
額

Ｃ
は
、
全
て
の
都
道
府
県
連
合
会
の
当
該
果
樹
再
保
険
区
分
に
係
る
再
保
険
金
額
及
び
全
て
の
特
定
組
合
等
の
当
該
果
樹
政

府
保
険
区
分
に
係
る
保
険
金
額
の
合
計
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
き
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額



- 3 -

共
済
目
的
の
種
類

割
合

う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん

百
分
の
四
十

な
つ
み
か
ん

百
分
の
七
十

い
よ
か
ん

百
分
の
四
十

か
ん
き
つ
類
の
果
樹
（
う
ん
し
ゅ
う
み
か
ん
、
な
つ
み
か
ん
及
び
い
よ
か
ん
を
除
く
。
）

百
分
の
四
十

り
ん
ご

百
分
の
三
十

ぶ
ど
う

百
分
の
三
十

な
し

百
分
の
四
十

も
も

百
分
の
四
十

お
う
と
う

百
分
の
三
十

び
わ

百
分
の
七
十

か
き

百
分
の
四
十

く
り

百
分
の
四
十
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う
め

百
分
の
三
十

す
も
も

百
分
の
四
十

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

百
分
の
七
十

パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル

百
分
の
三
十

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


